
393

関係省庁・団体・機関からの通知等（平成26年4月分）

行政・獣医事

通　知　件　名省庁・団体・機関 文書番号等

注：カッコ内は省庁・団体・機関からの通知の件名，文書番号等

※通知の内容は，日本獣医師会のホームページに掲載

農林水産省
経営局長 ）「家畜共済の病傷事故給付基準」の一部改正に

ついて（

「家畜共済の病傷事故給付基準」の一部改正に
ついて

）平成26年3月27日付け
25経営第3878号（

平成26年4月2日付け
26日獣発第7号

農林水産省
技術総括審議官 ）農業技術の基本指針（平成26年改定）につい

て（

農業技術の基本指針（平成26年改定）につい
て

）平成26年3月27日付け
25政第244号（

平成26年4月4日付け
26日獣発第9号

農林水産省
消費・安全局長 ）「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面

の取扱いについて」の一部改正について（

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面
の取扱いについて」の一部改正について

）平成26年4月1日付け
25消安第6223号（

平成26年4月7日付け
26日獣発第11号

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課長 中国における小反芻獣疫の発生について）（

中国における小反芻獣疫の発生について

）平成26年4月4日付け
26消安第96号（

平成26年4月10日付け
26日獣発第15号

厚生労働省
健康局
結核感染症課 ）愛知県における犬のエキノコックス症感染事例

について（情報提供）（

愛知県における犬のエキノコックス症感染事例
について（情報提供）

）平成26年4月8日付け
事　務　連　絡（

平成26年4月10日付け
事　務　連　絡

農林水産省
消費・安全局長 ）熊本県における高病原性鳥インフルエンザの疑

似患畜の確認に伴う監視体制の強化について（

熊本県における高病原性鳥インフルエンザの疑
似患畜の確認に伴う監視体制の強化について

）平成26年4月13日付け
26消安第312号（

平成26年4月17日付け
26日獣発第22号

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課長
食料産業局
食品小売サービス課長
食品製造卸売課長
生産局
畜産部
食肉鶏卵課長

）高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識
の普及等について（

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識
の普及等について

）
平成26年4月13日付け
26消安第314号
26食産第239号
26生畜第95号（ 

平成26年4月17日付け
26日獣発第23号

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課長 牛の飼養に係る飼養衛生管理の徹底について）（

牛の飼養に係る飼養衛生管理の徹底について

）平成26年3月31日付け
25消安第6435号（

平成26年4月7日付け
26日獣発第10号
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